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立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報　

編
集
規
約

第
一
条
（
名
称
）	

本
誌
の
名
称
は
、
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
と
し
、
英
文
表

記
はA

nnual	 R
eport	 of	 R

ikkyo	 Japanese	 Studies

と
す
る
。

第
二
条
（
目
的
）	
本
誌
は
、
日
本
学
研
究
所
の
研
究
成
果
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、

日
本
学
研
究
の
推
進
・
普
及
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
（
内
容
）	

本
誌
は
、
日
本
学
研
究
所
の
活
動
記
録
（
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
・
研
究
会
等
を
含
む
）、
研
究
論
文
、
研
究
ノ
ー
ト
、
調
査
報
告
、
資
料
紹

介
、
新
刊
紹
介
、
書
評
、
そ
の
他
編
集
委
員
会
が
認
め
た
も
の
を
掲
載
す
る
。

第
四
条
（
刊
行
回
数
）	

本
誌
は
、
原
則
と
し
て
年
一
回
発
行
す
る
。

第
五
条
（
編
集
委
員
会
）

（
一
）	

編
集
委
員
会
は
、
日
本
学
研
究
所
運
営
委
員
会
の
編
集
担
当
を
中
心
に
組
織

す
る
。

（
二
）	

編
集
委
員
会
は
、
原
稿
の
内
容
・
分
量
等
に
関
し
て
、
執
筆
者
に
修
正
、
変

更
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
（
投
稿
資
格
）

（
一
）	

日
本
学
研
究
所
の
所
員
及
び
所
員
で
あ
っ
た
者
。

（
二
）	

日
本
学
研
究
所
の
研
究
員
及
び
研
究
員
で
あ
っ
た
者
。

（
三
）	

編
集
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
そ
の
他
の
者
。

第
七
条
（
投
稿
規
定
）

（
一
）	

投
稿
枚
数
は
、
原
則
と
し
て
、
四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
換
算
四
十
枚
以
内
（
本

文
、
注
、
参
考
文
献
等
を
含
む
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
内
容
に
応
じ
て
分
量

の
増
減
を
認
め
る
場
合
も
あ
る
。

（
二
）	

原
稿
は
縦
書
き
を
原
則
と
す
る
。
横
書
き
掲
載
を
希
望
の
場
合
、
事
前
に
相

談
の
こ
と
。

（
三
）	

原
稿
は
、
原
則
と
し
て
プ
リ
ン
タ
ー
印
字
原
稿
と
し
、
二
部
を
提
出
す
る
こ

と
。
併
せ
て
電
子
媒
体
（
Ｃ
Ｄ
︲
Ｒ
Ｏ
Ｍ
か
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
。
研
究
所
宛

の
メ
ー
ル
も
可
）
も
提
出
す
る
こ
と
。

（
四
）	

写
真
・
図
版
等
の
掲
載
を
希
望
す
る
場
合
、
必
ず
所
蔵
者
・
著
作
権
者
等
に

執
筆
者
が
許
諾
を
得
る
こ
と
。
そ
の
際
に
発
生
す
る
掲
載
料
等
は
執
筆
者
の

負
担
と
す
る
。

（
五
）	

投
稿
論
文
の
採
否
は
、
編
集
委
員
会
に
よ
る
審
査
の
上
、
決
定
す
る
。

（
六
）	

校
正
は
、
初
校
の
み
著
者
校
正
と
す
る
。

（
七
）	

提
出
さ
れ
た
原
稿
等
は
返
却
し
な
い
。

（
八
）	

執
筆
者
に
は
掲
載
誌
三
部
を
進
呈
す
る
。
抜
刷
を
希
望
す
る
場
合
、
実
費
自

己
負
担
と
す
る
。

（
九
）	

投
稿
先
は
、
日
本
学
研
究
所
事
務
局
宛
（
原
則
郵
送
）
と
す
る
。

（
十
）	

投
稿
の
締
切
日
等
に
つ
い
て
は
編
集
委
員
会
で
定
め
、
事
務
局
か
ら
通
知
す
る
。

第
八
条
（
立
教R

oots

に
お
け
る
公
開
）

（
一
）	

本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
原
稿
は
、
立
教
大
学
学
術
リ
ポ
ジ
ト
リ
（
立
教R

oots

）

を
通
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
公
開
す
る
。

（
二
）	

論
文
中
に
写
真
・
図
版
等
を
使
用
し
て
い
る
場
合
、
原
則
と
し
て
当
該
箇
所

は
オ
ン
ラ
イ
ン
公
開
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
公
開
を
希
望
す
る
場
合
、
執
筆

者
が
許
諾
手
続
き
を
行
う
こ
と
。

（
三
）	

第
一
項
の
公
開
を
希
望
し
な
い
者
は
、
投
稿
に
際
し
、
編
集
委
員
会
に
そ
の

旨
を
告
知
す
る
。

第
九
条
（
そ
の
他
）	

本
誌
の
編
集
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
編
集
委
員
会
が
定
め
る
。

第
十
条
（
付
則
）	

こ
の
規
約
は
二
〇
一
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


